
 

 

 

設計業務特記仕様書 

（土木造園） 

 

 

 

業務名称：Ｒ５－美浜町運動公園実施設計他業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    独立行政法人都市再生機構中部支社  

住宅経営部 環境整備課 

 

部 長 次 長 課 長 担 当 

    

 

  

104068
四角形



2 
 

総則 

１－１適用 

本業務は、本特記仕様書によるほか「造園設計業務等共通仕様書（平成 30 年６月）」により

実施する。 

１－２管理技術者 

管理技術者は、共通仕様書 1.1.7 の定めのほか、下記に示す条件を満たすものとする。 

なお、管理技術者は原則として変更できない。但し、病休、死亡、退職等やむをえない理由

により変更を行う場合には、同等以上の技術者とするものとし、調査職員と協議を行うものと

する。 

１）技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）又はこれと同等の能力と経験を有する

技術者※１ 

２） シビルコンサルティングマネージャー（以下「RCCM」）の資格保有者とする。 

※１「同等の能力と経験を有する者」とは、次のａ）若しくはｂ）とする。 

ａ）学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学卒業者、若しくは高等専門学校卒業者

にあっては、建設コンサルタント等業務について 20 年以上（大学院修了の場合、就学年

数を実務経験とみなす。）の実務経験を有する者。 

ｂ）学校教育法による短期大学卒業者、若しくは高等学校卒業者にあっては、建設コンサル

タント等業務について、30 年以上の実務経験を有する者。 

３) 土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 

４）共通仕様書 1.1.2 の 11 項に記載されている同等の能力と経験を有する技術者 

・建設コンサルタントの登録規定第３条第１号ロに規定される技術者 

（国交省が認定する認定技術管理者＝認定技術者「業務に該当する部門」） 

・他部門の技術士については、建設部門に該当する業務に関し 10年以上の実務経験を有す

る者 

 

１-３ 照査技術者 

共通仕様書 1.1.8 の照査に当たっては、照査技術者を配置するものとし、下記のいずれかの

資格を有する者 

１）技術士（総合技術監理部門（建設）又は建設部門）又はこれと同等の能力と経験を有する

技術者※１ 

２） シビルコンサルティングマネージャー（以下「RCCM」）の資格保有者とする。 

※１「同等の能力と経験を有する者」とは、次のａ）若しくはｂ）とする。 

ａ）学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）による大学卒業者、若しくは高等専門学校卒業者

にあっては、建設コンサルタント等業務について 20 年以上（大学院修了の場合、就学年

数を実務経験とみなす。）の実務経験を有する者。 

ｂ）学校教育法による短期大学卒業者、若しくは高等学校卒業者にあっては、建設コンサル

タント等業務について、30 年以上の実務経験を有する者。 

３) 土木学会認定土木技術者（特別上級、上級、１級） 
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４）共通仕様書 1.1.2 の 11 項に記載されている同等の能力と経験を有する技術者 

・建設コンサルタントの登録規定第３条第１号ロに規定される技術者 

（国交省が認定する認定技術管理者＝認定技術者「業務に該当する部門」） 

・他部門の技術士については、建設部門に該当する業務に関し 10年以上の実務経験を有す

る者 

照査の実施にあたっては、別に定める「土木工事設計照査要領」に基づき実施し、作成した

資料は、共通仕様書 1.1.8 の２項(５)に規定する照査報告書に含めて提出するものとする。 

 

１－４打合せ等 

打合せは、共通仕様書 1.1.11 に基づき、下記の区切りにおいて行うものとする。なお、業

務着手時と業務完了時には管理技術者が立ち会うものとする。 

また、業務に関する打合せ記録の作成は受注者が行い、速やかに調査職員に提出し、打合せ

内容、決定事項に誤りがないことを相互に確認するものとする。 

項 目 計 

(1)業務着手時 1 

(2)中間時 ３ 

(3)業務完了時 1 

 

 １－５照査技術者による照査の報告 

照査技術者は、発注者の指示する業務の節目及び業務が完了したときは、照査について発注

者に報告するものとする。 

なお、照査技術者による照査の報告は 1回を想定している。 

 

 １－６業務計画書 

受注者は、業務計画書作成時に共通仕様書 1.1.12 の２項の定めのほか、屋外で設計業務を

行う場合における安全管理について記載する。 

 

 １－７ 一括再委託等の禁止 

１）本業務請負契約書第８条第２項に規定する「軽微な部分」は、共通仕様書 1.1.28 の２項に

示すとおりとする。 

２) 受注者は、本業務請負契約書第８条第３項の規定により業務の一部を第三者に委任し、又

は請け負わせようとするときは、共通仕様書の下請負（変更等）承諾申請書を発注者に提出

し、承諾を得なければならない。なお、下請負等の内容を変更しようとするときも同様とす

る。 

 

１－８中間成果の提出 

業務履行中、調査職員により中間提出を求められた場合、速やかに成果を提出するものとす

る。 
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 １－９業務対象箇所への立ち入り 

受注者は、現地調査等により業務対象箇所に立ち入る場合は、共通仕様書 1.1.16 に基づいて

行い、事前に調査職員へ箇所、日時、内容等を説明し了解を得るものとする。 

 

１－１０疑義等 

本特記仕様書の記載事項に疑義や変更が生じた場合は、調査職員と管理技術者が協議し、決定

するものとする。 

 

１－１１訂正時の措置 

受注者は、業務終了後といえども受注者の過失、疎漏に起因する不良個所が発見された場合に

は、発注者の指示により訂正補足、その他の措置を行うものとする。 

 

１－１２法令等に基づく届出等チェックリストについて 

受注者は、当該業務における法令等に基づく届出等の調査を行い、「届出等チェックリスト」

（別紙－1）を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリスト中の「設計者」欄に「○」印を記入

すること。また、届出等が不要なものについて同チェックリスト中の「設計者」欄に「－」印を

記入の上、設計図書等と併せ、成果品として提出すること。 

 

１－１３提出書類仕様 

受注者は、仕様書 1.2.12 に基づき提出書類作成に当たっては、グリーン購入法の規定に基づ

く再生紙を使用するものとする。 

 

１－１４個人情報の取扱いについて 

受注者は、当該業務の実施に係る「個人情報の取扱い」については共通仕様書 1.1.31 による

ものとする。 

 

１－１５グリーン購入法への対応について 

受注者は、当該業務の実施にあたり物品使用の検討では共通仕様書 1.2.12 の 2 項に基づき環

境への負荷が少ない環境物品等の採用の推進に向けて提案を行う。 

基本設計においては、国等が定める特定調達品目調達ガイドライン（案）に基づき調達の可能

性について検証し、チェックシート（別紙－２）にて報告すること。 

実施設計業務においては、基本設計における検証結果に基づき、必要とされる強度や耐久性、

機能の確保、コスト等を確認し、可能な品目については積極的に調達の推進に向けて提案を行

う。なお、調達を実施する品目については、設計図書に明記し、使用に際しての留意事項等を記

載すること。 

 

１－１６積算単価について 
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本業務の積算に当たっては、令和５年３月から適用する設計業務委託等技術者単価を適用し

ている。 

 

１－１７ 設計業務実績データ（ＴＥＣＲＩＳ）の情報提供について（契約額 100 万円以上の場合） 

「調査設計実績情報サービス（ＴＥＣＲＩＳ）」［ＪＡＣＩＣ（㈶日本建築情報総合センター）℡

03-3505-2981］の仕様に基づく「業務カルテ」を作成し、「業務カルテ受領書」の写しを調査職

員に提出しなければならない。なお、各々の提出期限は、以下の通りとする。 

イ） 受注時登録データ→契約締結後 10日以内。 

ロ） 完了時登録データ→業務完了後 10日以内。 

ハ） 受注時登録データの内容変更があった場合→変更契約締結後 10 日以内。 

 
１－１８ 設計図書の提出 

設計が完了したときは、業務完了届・引渡書を各 2 部と請求書 1 部を設計図書 1 式と共に提出

する。修正を必要とするときは、所要の修正を行い再提出の上、完了検査を受け、設計図書を引

渡すものとする。 

 
１－１９ 業務成績評定（予定価格 200 万円を超える場合） 
本業務については、業務成績評定の対象業務として業務完了後、業務成績評定点を通知する。な

お、付与した業務成績評定点は将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがあ

る。また、60 点未満の業務成績の通知を受けたものについては当該業務成績の通知日から起算

して１年を経過するまでの間、「令和５・６年度コンサルタント等業務希望調査の実施について」

にて提出された調査資料は競争参加者の指名の基礎資料としない。 

 

１－２０ 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について 

（１）業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害（以下「不当介入」という。）

を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警

察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 

（２）（１）により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにそ

の内容を記載した文書により発注者に報告すること。 

（３）暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合

は、発注者と協議を行うこと。 

 
１－２１ 低価格による受注に関する調査 

１）落札価格が予定価格の１０分の７を乗じて得た額を下回ったときは、落札価格、業務履行体

制及び業務履行状況に関する調査を実施する。 
２）調査においては、以下の調査資料の提出を求める。 
(1) 当該価格で入札した理由（様式－２） 
(2) 入札金額の積算内訳（様式－３） 
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(3) 業務実施体制（様式－４） 
(4) 手持ち業務の状況（様式－５） 
(5) 配置技術者名簿（様式－６） 
(6) 過去に実施した同種又は類似の業務名及び発注者（様式－７） 

 
３）調査資料は、「低価格受注調査等対象業務通知書」により対象業務である旨の通知を行った

日の翌日から起算して７日以内（土日祝日を含む）に提出すること。 
   なお、提出期限後の資料の差し替え及び再提出は認めない。 
 

４）資料の内容に関しては、入札の責任者（代表者、又はその権限代行者）及び管理技術者等か

ら事情聴取を行う。なお、事情聴取の日時及び場所は対象となる者に追って通知する。 
 

５）調査において、入札者が履行可能な理由として説明した事項は、確認事項として打合せ記録

簿で提出することとし、業務履行状況の調査時にその内容を確認する。 
 

６）調査対象者が当該調査において虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなっ

た場合又は業務履行状況の調査の結果と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合（合理

的な理由が確認できる場合を除く）は、業務成績評定点に厳格に反映するものとする。 
また、調査資料の提出がなかった場合についても、業務成績評定点に厳格に反映することと

なりますのでご承知おきください。 
 

１－２２ 契約不適合及び著作権に関する覚書について 

本業務は、独立行政法人都市再生機構（以下、「機構」という）と美浜町との間で締結して

いる「美浜町運動公園の整備事業に関する令和４年度委託業務協定書」他に基づくものであ

り、本業務の契約書（土木設計業務等請負契約書）に規定する発注者に生じる以下の権利は美

浜町に帰属する。 

・契約不適合責任の修補又は損害賠償の請求に関する権利（42 条） 

・発注者が有する著作権（7 条） 

ただし、著作物を公表、利用及び複製する権利については、機構も発注者としての地位を保

持するものとする。なお、機構は、美浜町からの要請を受け、契約不適合責任の対応に対する

支援を行うことができる。また、本件に関して美浜町、発注者及び受注者の三者で「契約不適

合及び著作権に関する覚書」（別添覚書）を別途交換するものとする。 

受注者は、成果物の引き渡しにあたり契約不適合等処理担当責任者を定め、（別紙通知書）

により美浜町及び機構に通知しなければならない。 

 

１－２３ 業務環境の改善 

本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウイークリースタンスを考慮する

ものとする。 
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ウイークリースタンスの実施にあたっては、ウイークリースタンス実施要領（別紙２）に

基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。 

  

１－２４ その他 

本業務において、美浜町他関係機関等との協議等に適宜同席するものとし、その経費は本業務

に含まれるものとする。 
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Ⅰ. 設計仕様書（特記共通） 

1. 本業務は、本特記仕様書によるほか「造園設計業務等共通仕様書（平成 30 年６月）」により実施す

る。 

2. 本特記仕様書は、独立行政法人都市再生機構（以下、「機構」という。）が発注する次の設計業務につ

いて適用する。 

設計名称：Ｒ５－美浜町運動公園実施設計他業務 

履行期間：契約締結の翌日～令和６年９月３０日まで 

履行場所：愛知県知多郡美浜町大字奥田他 

3. 設計対象内容及び範囲 

本設計内容は仕様書による。設計範囲は別紙 1 設計範囲図による。 

4. 設計対象地区及び概要 

イ) 下記に示す地区の検討作業及び工事の設計を行う。 

美浜町運動公園 

ロ) 作成する設計図書等については、仕様書によるものとする。なお、図面等は機構所定の様式によ

るものとし、受注者の負担により購入するものとし、図面には設計事務所名を記載及び設計責任

者印を表紙図面に押印するものとする。 

ハ) 設計の履行にあたっては、法令及び条例等関係諸法令を遵守するものとする。 

5. 受注者は当該設計以外の関連設計についても十分把握し、整合性をもって設計を行うものとする。 

6. 受注者は設計の履行中において、調査職員から設計図書（複写）の提出を求められたときは、その都

度提出するものとする。 

7. 受注者は設計図書の引渡し後において、設計図書に誤記が認められ、調査職員がその修正を請求した

ときは受注者の負担において速やかに修正するものとする。 

8. 設計担当技術者は、設計内容に基づき以下の専門分野毎に配員すること。 

【土木】【造園】 

再委託する場合は下記による。 

１）土木設計業務等請負契約書（以下、「契約書」という。）第 8 条第 1項に規定する「主たる部分」

とは、次に掲げるものをいう。 

イ) 設計業務等における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断 

ロ) 解析業務における手法の決定及び技術的判断 

ハ) 設計の中核となる図案の作成 

ニ) 打ち合わせ及び内容説明 

２）受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作などの簡

易な業務の再委託に当たっては、発注者の承諾を必要としない。 

３）受注者は１）、２）に規定する業務以外の再委託にあたっては、あらかじめ様式－２により下請

負等願書再委託（変更等）承諾申請書を提出し承諾を受けなければならない。また、再委託する

場合は、下請負等願書再委託（変更等）承諾申請書の提出にあわせて、再委託に係る費用がわか

る書面を提出すること。なお再委託する場合の委託先については、下記の資格等を有することを
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基本とし、再委託する範囲等と合わせて別途調査職員に確認を行うこと。また、下記の資格等を

有しない場合は、調査職員と協議すること。 

① 土木設計及び造園設計 

ｲ） 技術士（建設部門又は総合技術監理部門）、ＲＣＣＭのいずれかの資格を有したも

のがいること。 

ﾛ） 過去１０年以内に機構又は公的機関における公園工事に関する設計の実績を有し

ていること。 

9. 契約書第 12 条第 1項の規定に基づき、受注者は照査技術者を定めること。なお、管理技術者と照査

技術者は、兼ねることができない 

10. 受注者は、契約締結後 15日以内に設計業務に着手し、業務計画書を提出しなければならない。 

11. 機構から受注者へ貸与する物品等（以下、「貸与品」という。）は次の通りとする。 

イ）品名、数量等 （■のついたもの） 

□団地平面図、配置図 一式 ■土木工事材料、労務単価表 一式 
■現況測量図 ■既設構造物等設計図書 一式 
■土木・造園原設計図書 一式 □電気・機械設備原設計図書 一式 
□保全工事積算要領 一式 □都市再生機構積算特記規準 
□土木・造園工事積算運用事項集 一式 ■実施設計成果品 一式 
□整備基準 一式 □修繕等実施基準 一式 
□巡回点検報告書 一式 □遊具管理台帳 一式 
□植物管理台帳 一式 □法面台帳 一式 
□屋外施設管理台帳 1式 □屋外施設管理数量表 1 式 
□遊具の運用事項書（平成 29 年 5 月版） □汚水管内カメラ調査報告書 

ロ）引渡し場所 

独立行政法人都市再生機構 中部支社 住宅経営部 環境整備課 

ハ）引渡し時期 

契約締結以降必要の都度。 

12. 購入を要する資料 

■ 基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準 令和 2年度版 

□ 保全工事共通仕様書 令和 2年版 

■ 土木・造園工事積算要領 令和４年度 

■ 土木工事標準設計図集 令和 4年版 

■ 造園施設標準設計図集 令和５年版 

■ 撤去・移設等標準設計図集（土木造園編） 平成 11 年版 

■ 電気、設備、建築については必要に応じて購入すること。 

13. 受注者は機構からの貸与品を調査職員に無断で外部への持出し、閲覧、複写又は譲渡してはならな

い。 

14. この仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、調査職員と協議するもの

とする。 
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15. 本業務を遂行する上で、知り得た機密を要する事項については、他に漏洩しないよう細心の注意を払

うこと。 

16. 受注者は設計の各段階における案の作成時及び特に必要に認められるときには、調査職員と十分協

議の上、確認を受けるものとする。特に、修繕の範囲については、事前に現地調査報告書を提出し、

調査職員の了解を得ること。また、協議内容については、その都度、記録を整理し、調査職員に提出

するものとする。 

18．使用する技術基準等 

本業務で使用する技術基準等は次のとおりとする。 

（１）関係法令等 

・宅地造成規制法          ・砂防法 

・土壌汚染対策法   ・河川法 

・道路法    ・都市公園法 

・水道法    ・人街条例（愛知県） 

・都市計画法   ・浄化槽法 

・建築基準法 

・消防法 

・その他（緑化条例等） 

（２）技術基準等 

・保全工事共通仕様書（令和 2 年版）ＵＲ都市機構 

・基盤整備工事共通仕様書・施工関係基準（令和 2 年版）ＵＲ都市機構 

・土木造園工事積算基準（ＵＲ都市機構 令和４年度） 

・駐車場マニュアル（平成 24 年 7 月） 

・居住環境整備事業等における土木関連業務に係る電子納品要領（案）土木設計編 

・居住環境整備事業等における造園関連業務に係る電子納品要領（案）造園設計編 

・居住環境整備事業等における土木関連業務に係るＣＡＤ製図基準（案） 

・居住環境整備事業等における造園関連業務に係るＣＡＤ製図基準（案） 

・電気設備標準詳細設計図集 UR 都市機構 

 イ.機器・部品編 EF  第 13 版(令和３年度) 

 ロ.施工編    EC  第 13 版(令和３年度) 

・保全工事積算基準 電気設備 (令和３年２月１日) 

・その他必要とされる規準等 

 

Ⅱ．修正設計業務特記仕様書 

1. 当該業務の目的 

本業務は、Ｒ６－美浜町運動公園整備工事他に係る工事発注のための図書作成を行うことを目的と

する。 

2. 業務内容 

イ）条件の整理 



11 
 

別途貸与する既実施設計資料に基づき、実施設計及び修正項目等を整理する。 

ロ）実施設計方針検討 

調査職員と打合せの上、実施設計・修正設計の方法等を検討する。 

ハ）実施設計 

上記方針に基づき以下の内容を含んだ実施設計図書及び数量計算書を作成し、Ｒ６・Ｒ７・Ｒ８・

Ｒ９年度の工事発注図書を作成する。 

１）実施設計業務 

（１）現況測量（左岸のみ 3.58ha） 

（２）左岸において、河川工事及び河川工事等からの残土受け入れ等による現況地形の変更に伴

う、整地土工及び公園施設の見直しと、関連する箇所の修正設計（土工事、構造物撤去、園

路、他） 

（３）河川工事により現況が変更になったことによる、奥杉谷川撤去設計（埋め戻し・山王川接続

部の処理）、新旧奥杉谷川接続部分の設計（既実施設計で未整理）。 

（４）非常用発電機設計（既設計の内容の確認・照査） 

（５）地上型耐震貯水槽設計（本体は設計済み。地盤改良・供給処理設備の設計） 

（６）既存道路等構造物撤去等の既実施設計で未整理部分の設計 

（７）Ｒ６・Ｒ７・Ｒ８・Ｒ９年度工事に必要な仮設等の設計 

（８）浄化槽設置に係る申請図書作成 

（９）電力引き込みルートの修正設計 

２）Ｒ６年度工事発注図書作成（左岸の下流エリア 0.5ha 程度） 

（１）R6 年度予算規模（概ね 10 百万円）の工事発注図書作成（運動公園） 

（２）別途設計の総合公園工事発注図書を一体発注図書として取りまとめる。 

３）Ｒ７・Ｒ８・Ｒ９年度工事発注図書作成業務 

（１）過年度実施設計成果及び上記実施設計を踏まえた、Ｒ７～Ｒ９年度の年度予算に相当する工

事量を整えた各年度の発注図書を作成。 

ニ）現地調査 
実施対象部分に疑義が生じた場合等、必要に応じ現地調査を行う。 

ホ）照査 
実施設計図書作成後に設計仕様、設計条件指示事項等との照査を行う。 

ヘ）計算書 
数量計算書の作成 

  ト）見積書 
    積算のための見積書手配（可能な限り 3社以上） 
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3. 成果品 

設計図書の種類 縮尺レベル  枚数 備考 

 
 

 

実
施
設
計
図
書

 

①表紙・図面目録・特記仕様書 1：200～500 (A1) 一式  
②数量総括表 1：200～500 (A1) 一式  
③造成平面図 
（点高法又は平均断面法） 

1：200～500 (A1) 一式 
 

④造成断面図 
（点高法の場合も主要断面を示す。） 

1：200～500 (A1) 一式 
 

⑤地割寸法図 
（基準点及び仕上り高さを示す。） 

1：200～500 (A1) 一式 
 

⑥舗装計画平面図 1：200～500 (A1) 一式  
⑦施設計画平面図 1：200～500 (A1) 一式  
⑧雨水・汚水排水計画平面図 1：200～500 (A1) 一式  
⑨植栽計画平面図 1：200～500 (A1) 一式  
⑩電気・機械設備計画平面図 1：200～500 (A1) 一式  
⑪仮設計画平面図 1：200～500 (A1) 一式  
⑫地下埋設平面図（参考図） 1：200～500 (A1) 一式  
⑬舗装撤去平面図 1：200～500 (A1) 一式  
⑭施設撤去・移設平面図 1：200～500 (A1) 一式  
⑮排水撤去・移設平面図 1：200～500 (A1) 一式  
⑯除草・伐採平面図 1：200～500 (A1) 一式  
⑰電気設備撤去・移設平面図 1：200～500 (A1) 一式  
⑱排水縦断図 1：200～500 (A1) 一式  
⑲遊具配置平面図     
⑳詳細図・構造図 1：200～500 (A1) 一式  
○21全体平面図 1：200～500 (A1) 一式  

 ○22現況図     

 ○23公園境界座標図     

 

①器具等姿図 
②部分詳細図 
③分電盤結線図 
 

1：20～50 
1：20～50 
No Scale 

 
 

(A1) 
(A1) 
(A1) 

 
 

一式 
一式 
一式 
 
 

 

計
算

書
等 

①各種計算書等設計資料（構造、流量等）   一式  
②数量計算書及び算出根拠   一式  
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③材料計算書及び算出根拠   一式  
④概算数量内訳書（電気設備） 
 (内訳作成システムにて作成) 

  
一式  

積
算 

①積算企画書   一式  
②刊行物比較表   一式  
③市場単価比較表   一式  
④見積もり比較表及び見積書   一式  
⑤積算内訳書（一位代価含む）   一式  
① 関係機関説明資料   一枚  
②その他協議資料   一枚  
③打合せ記録簿   一式  

そ
の
他 

② 確認申請図書 
③ 浄化槽設置届等申請図書 
④ 法令等に基づく届け出チェックリスト 
⑤ 工事概算計算書 

  一式 

 

※法令等に基づく届出等チェックリストについては、受注者で当該物件における法令等に基づく届

出等の調査を行い、「届出等チェックリスト」（別紙１）を必要に応じ加筆・修正し、同チェックリス

ト中の「設計者」欄に「○」印を記入すること｡また、届出等が不要なものについて同チェックリス

ト中の「設計者」に「－」印を記入の上、設計図書等と併せ、成果品として提出すること｡ 

※工事費概算計算書については、調査職員の指示に基づき実施すること。    

 

４．提出部数 

イ) 実施設計図書その他資料は原図 1 部をＡ４チューブファイルに収納して提出。なお、提出する

図面サイズは別途調査職員と打合せのうえ、決定する。 

ロ) 設計説明書等は原図を 1部Ａ４チューブファイルに収納して提出。 

ハ) 提出する設計図書 1 式については、デジタルデータ（ﾜｰﾄﾞ、ｴｸｾﾙ、CAD、PDF データ、他）も、

併せて納品することとする。データのファイル形式については、別途調査職員と打合せのうえ、

決定する。 

 

 
Ⅲ．業務スケジュール 
 R5 年度 R6 年 

1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 

実施設計 
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 位置図  

 

 配置図  

 

別紙１ 
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17 
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（様式-５-１） 

 

手 持 ち 業 務 の 状 況 

 

管理技術者名          

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額 

     

     

     

     

     

     

※ 技術者１名につき 1 枚作成する。 
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（様式-５-２） 

手 持 ち 業 務 の 状 況 

 

照査技術者名          

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額 

     

     

     

     

     

     

※ 技術者１名につき 1 枚作成する。 
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（様式-５-３） 

手 持 ち 業 務 の 状 況 

 

担当技術者名          

業務名 職務上の立場 発注機関 履行期間 契約金額 

     

     

     

     

     

     

※ 技術者１名につき 1 枚作成する。 
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（様式-７-１） 

 

過去に実施した同種又は類似の業務名及び発注者 

 

管理技術者名：          

 同種又は類似業務の実績① 

業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務 

業 務 名         

TECRIS登録番号  

発注機関名         

契 約 金 額         

履  行  期  間  

業務の概要        

 

 

 同種又は類似業務の実績② 

業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務 

業 務 名         

TECRIS登録番号  

発注機関名         

契 約 金 額         

履  行  期  間  

業務の概要        

 

※ 技術者１名につき1枚作成する。記載する件数は２件までとする。 
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（様式-７-２） 

 

過去に実施した同種又は類似の業務名及び発注者 

 

照査技術者名：          

 同種又は類似業務の実績① 

業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務 

業 務 名         

TECRIS登録番号  

発注機関名         

契 約 金 額         

履  行  期  間  

業務の概要        

 

 

 同種又は類似業務の実績② 

業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務 

業 務 名         

TECRIS登録番号  

発注機関名         

契 約 金 額         

履  行  期  間  

業務の概要        

 

※ 技術者１名につき1枚作成する。記載する件数は２件までとする。 
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（様式-７-３） 

 

過去に実施した同種又は類似の業務名及び発注者 

 

担当技術者名：          

 同種又は類似業務の実績① 

業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務 

業 務 名         

TECRIS登録番号  

発注機関名         

契 約 金 額         

履  行  期  間  

業務の概要        

 

 

 同種又は類似業務の実績② 

業 務 分 類 同種業務 ・ 類似業務 

業 務 名         

TECRIS登録番号  

発注機関名         

契 約 金 額         

履  行  期  間  

業務の概要        

 

※ 技術者１名につき1枚作成する。記載する件数は２件までとする。 
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（別添覚書） 

 

契約不適合及び著作権に関する覚書 

 

 美浜町（以下「甲」という。）と独立行政法人都市再生機構（以下「乙」という。）との間で締結し

た「美浜町運動公園の整備事業に関する令和〇年度委託業務協定」他に基づき、乙と○○○（以下

「丙」という。）との間で令和○年○月○日に締結した「Ｒ５－美浜町運動公園実施設計他業務」の

土木設計業務等請負契約書（以下「請負契約書」という。）に関し、甲、乙及び丙は、次に掲げる事

項について、覚書を交換する。 

 

１  請負契約書における丙への契約不適合に関する権利は、甲に帰属する。 

２  甲から丙への前項の権利に基づく請求は、丙から乙への引渡日（令和○年○月○日）から３

年以内に行うことができる。 

ただし、その契約不適合が丙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行う

ことのできる期間は、丙から乙への引渡日から１０年とする。 

３  契約不適合の対応において、乙は、甲からの要請を受け、甲の支援を行うことができる。 

４  請負契約書第７条における著作権は、甲に帰属する。 

 

この覚書交換の証として、本書３通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。 

 

令和 ○年○月○日 

 

甲（契約業務委託者）  愛知県知多郡美浜町大字河和字北田面 106 番地 

                美浜町 

                            美浜町長 ○ ○ ○ ○        

 

 

乙（契約業務受託者）   愛知県名古屋市中区錦三丁目５番２７号 

                         独立行政法人都市再生機構中部支社 

                           支社長 郡 司 直 人           

 

 

丙（業務受注者）    ○○県○○市○○丁目○番〇号 

                         株式会社 ○○設計事務所 

                           代表取締役 ○○ ○○    
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（別紙通知書） 

 

    令和○年○月○日 

 

契約不適合等処理担当責任者の通知 

 

美浜町 

美浜町長 ○○ ○○ 殿 

 

独立行政法人都市再生機構中部支社 

支社長 郡司 直人 殿 

 

受注者 ○○県○○市○○○丁目○番○号 

○○設計事務所 

代表取締役 ○○ ○○   印 

 

令和○年○月○日付けで交換した土木設計業務等請負契約第４２条（契約不適合責任）に規定す

る目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完について、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

１  設計業務名称    Ｒ５－美浜町運動公園実施設計他業務 

２  履 行 期 間    令和○年○月○日から 

            令和○年○月○日まで 

３ 引 渡 日    令和○年○月○日 

４  契約不適合等処理担当責任者 

(1) 氏名 ○○ ○○ 

(2) 職位 ○○長 

(3) 所属 ○○課 

(4) 電話 000-000-0000 

 

同副担当責任者 

(1) 氏名 ○○ ○○ 

(2) 職位 ○○長 

(3) 所属 ○○課 

(4) 電話 000-000-0000 

以  上 
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別紙２ 
ウイークリースタンス 実施要領 

 
 
１ 目 的 

公共工事の品質確保の促進に関する法律（平成十七年法律第十八号）第 22 条に基づく「発注関

係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境

を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。 

 

２ 取組内容 

（１）業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上

で、原則として以下の項目（１週間における仕事の進め方の相互ルール）について受発注者間で

設定する。 

①休日明け日（月曜日等）を依頼の期限日としない。 

②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。 

③休暇が取れるように休前日（金曜日等）は新たな依頼をしない。 

④昼休みや 17 時以降の打合せは行わない。 

⑤定時間際、定時後の依頼をしない。 

⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する（web 会議の積極的な活用等）。 

（２）業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見

直すことができる。  

（３）（１）によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管

理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。 

（４）緊急事態対応（災害対応等）については、取組みの対象外とする。 

 

３ 進め方 

（１）初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初

回打合せ時から履行期間末までを原則とする。 

（２）受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。 

（３）成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿

に整理する。 

 

以 上 

 


